
阪神・淡路大震災におサる支援活動R経緯

神戸市 厚生省等 名 古 屋 市 衛 生 局

医板救護班の活動経緯

諏 8,.,248)一次
）医療救護 10班（総勢 42名 ） 派 遣

肌248,.,288)二次

肘28B,.,31B)三次（総勢 17名） R復負 14舟，俣 9帆l屠ヽ i

~318.... 2月5頁）四次（総勢 10名） ＂＂＂，＂ jji 1"応l

¥|I I 

五次 以降は市医療機関職員による編成にて医療救護

班を 3月 7日の第十二次まで派遣（息＊ 10名／ 3眉／沢）

•1 

c1n31B10lt) I c1n31B lOlt) 

(1月31B19lt) 健 康政 策局 他指定都市の派遣状況を確認する。

衛生局健康 指 導課から （同 H 15~30分）

増進課主幹 保健蝠の医 局内にて、 2月 6日から仄師 l名・保健紺 2名 体 制 l
から 3月末 療 救 護 派 遣 で 3 泊 4 日（土 •B90 を含む）にて 3 月木日までの派遣を検，

日まで土・ を保健活動 討する。

Hを含 めた への派遣変・(2lll)

活動派遣の 更依頼あり ・職員組合へ保健婦等の派遣に関する協力要請する。

依頼あり •各保健所派遣保健船候補者の選定依頼する。

神 戸 市 厚生省等I名 古 屋 市 雀 生 局

保健活動班の活動経綽

(2n 2 H 9片）

東灘保健所長と本市成人保健課長が保健活動にかか

かる具体的関整を実施（於：東灘保健所）。

（同日 161$30分） 臨時所長会にて保健活動班派遣決定

c2n3a 15li） 保健 活動 班派 遣に つい て記 者ク ラブ 発表

（同日 16騎30分） 第 1次保健活動班派遣打ち合わせ会

(2肘6B)東灘保健所へ成人保健課主査視察

(2n8B 16月） 第 2次保健活動斑派遣打ち合わせ会

(2 肛 13 り 16~）第 3次”
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神戸市 厚生省等 名 占 屋 市 衛 生 局

(2月23H)

東灘保健所

長・保健指

導係長から

現体制での

継続派遣依 (3~78) 

頼あり 厚生省から

(3月15闘） 1月17日～

神戸市衛生 3月末日ま

局長から 1 で の「 兵庫

3大都市衛 県南 部地 震

生主幹部（ 関連保健活

局）長あて 動状況実績

4月～ 6月 調査J依頼

までの派遣 あり

継続協力依

頼あり

(3~30B) 

神戸市から

保健婦の活

動について

4月末日ま

での継続派

遣依頼あり

(3~22B) 

l11日韮から眉会

神戸市から

の 保 健 蝠 派

遣継続要請

について

(2肛16B16片）第 4次保健活動班派遣打ち合わせ会

c2n2oe 161$）第 5次”

(2月2289,） 第 6~ 1 3次保健活動班打ち合わせ会

（以後、現地からファックスで送付される毎日の情

報を次班に送付する。）

(2肘248)神戸市・東灘保健所へ成人保健課係長視察

(3月22B)

局内にて派遣等検討し、 4月 10日から 4月末日ま

で保健蝠 1名の派遣を決定する。

(3月23B)

各保健所へ派遣保健婦候補者の選定追加依頼する。

に 対 す る 各 1(3n24B) 

都市の対応 神戸市衛生局健康増進課に連絡

保健 蝠 1名を派遣予定、また、派遣場所は現状にこ

だわらず、より支援を必要とする地域への派遣譴整

が可能であることを伝える。

(3n29B) 

東灘保健所への派遣を一旦終了するため、成人保健

課長が東灘保健所へ出向き、東灘保健所長と調整。

(3n30B) 

神戸市から長田保健所への派遣活動依頼を受ける。

(3n31B) 

派遣候補者の中から 4月末日まで 5名の保健婦を人

選し、該当保健所長あてに依頼する。
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神戸ー市ニ罪生省等

厚生省から

災害時にお

(4fl20B) ける保健活

神戸市から 動マニュア

保健婦の活 ル等作成の

動について ために 1月

5 ~ 6月末 17日～ 3月

日まで派遣 末日までの

追加依頼あ 「阪神・淡

り派遣先を 路 大 震 災 被

長田保健所 災地におけ

から東灘保 る都道府県

健所へと変 派遣保健婦

更依頼あり 活動状況の

経時的把調

哉査J依頼

あり

名 古 屋 市 衛 生 局

(4R5B) 

第 14~  1 8次までの保健活動派遣打ち合わせ会を

実施 (3n まで 0) 薫〗屈 9u2 名に＂軋告を依眉）

(4月208)

神戸市から継続活動及び派遣先変更依頼を受ける。

(4l 25 8) 

5月 8日から 6月末日までの平日のみの派遣を継続

することを決定する。派遣先は東灘保健所管内とす

る。

(4l 2 6 B) 

• 5月 8日～ 6月 2日（箪19,..,22次）までの保健活動派遣

を該当保健所長あてに依頼する。

•各保健所へ 6 月 5 H~  3 0日までの派遣保健蝠候補

者の選定追加依頼する。

(4n 2 8 8) 

5月 8日～ 6月 2日（第19,..,22次）までの保健活動派遣

打ち合わせ会を実施 (4~薫〗屈 9U 1名にれ i軋告を依 I)

（闘88)

厚生省に「阪神・淡路大震災被災地における都道府

県派遣保健蝠活動状況の経時的把握調杏J報告する

C5n18B) 

6月 5日から 6月 30日（覆23,..,26tJ:) まで保健婦 l名

の派遣を決定し、該当保健所長あて依頼する。

(5n26B) 

6月 5日～ 6月 3 0 日（覆 23,.,,26~) までの保健活動派

遣打ち合わせ会を実施 (5l 負〗屈 9 員 l 名りば屑告を位眉）

（同日）

厚生省に「兵庫県南部地震関連保健活動実績J報告

する。

(6l 30 B) 

阪神・淡路大震災被災地における医療・保健等救援

活動終了する。

- 99 -


